
,

学生納付特例制度は、学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの
障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

※この制度を利用すると、付加年金および国民年金基金はご利用できませんのでご注意ください。
また、付加年金および国民年金基金は、過去にさかのぽって加入ができません。

<対象となる方>

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(※)に在学する学生等で、学生納付
特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の方または失業等の理由がある方です。
※各種学校→学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程

(なお、一部の海外大学の日本分校も対象となります。詳しくは年金事務所までお問い合わせください。)

128万円+{(扶養親族の数)×38万円}で計算した額以下である場合<所得の目安>

【申請時の注意点】

!

●申請できる期間

・過去期間は申請書が受理された月から2年1力月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来期間は

年度末まで申請できます。

.ただし、 1枚の申請書で申請できるのは、 4月から次の年の3月までの12力月間となりますので、必要{こ

応じて年度ごとに申請書をご提出ください。(1年度=4月~翌年3月)

例:令和8年5月に、令和6年4月から令和9年3月までの期問を申請する場合、

①令和6年度分(令和6年4月~令和7年3月)

②令和7年度分(令和7年4月~令和8年3月)

③令和8年度分(令和8年4月~令和9年3月)の3枚の申請書が必要となります。

なお、この例の場合は、令和6年3月以前は時効により申請できません。

※過去期間は2年1力月前まで申請できますが、申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合があ
りますので、すみやかに申請をしてください。

●添付書類

.在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピー
を含む)または在学証明書(原本)

・失業等の理由により申請を行う場合は、失業した事実が確認できる書類

なお、過去に同一の失業等の理由により学生納付特例等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付

したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。

.゛

必要な添付書類は、本人控の裏面にある「※マイナンバー(個人番号)により申請を行う際の添付書類に
ついて」をご確認ください。

【申請書の提出先】

ナンバー

.この申請書の提出先は、住所地の市(区)役所または町村役場の国民年金の担当窓口、もしくは年金事務所(郵送による提出

も可能)です。学生納付特例事務法人(在学している教育施設に設置されている場合)に申請を委託することもできます。

なお、 3枚目は本人控ですので、お手元に保管してください。※郵送の場合、受付印のある本人控が必要な方は、 2枚目3枚目と

一緒に、宛名の記入と所要額の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。受付印を押印のうえ、「本人控」を返送します。

.スマートフォンやパソコンとマイナンバーカードで、マイナボータルを利用して電子申請ができます。
電子申請の概要は日本年金機構

手続きおよび申請方法はこちらから

検索マイナポータル

htヒPS:ノ/myna .go.]P

^

^

に

」

【申請書提出後の注意点】

主

.審査後に決定通知書を送付します。決定通知書が届くまでの間は、文書や電話により保険料の納付をご案内

する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

.納付のご案内は、日本年金機構から委託された民間事業者が、平日だけでなく、士日や夜間も行っています。

つ は '美肋ミ必要にナ

3枚目〔丞入匝〕の裏面の注意事項も必ずお読みください。

ま

^

tokU5etsu/denshl_kokurle".htrnl
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記入例

,邑

.

.

.

,

.

.

日本年金機構理事長あて

以下のとおり学生紬付特例を申請します。
また、前年所得の記入内容に誤りがないことを申L立てします。
この申請に必要な本人に閏する情報炉斤1尋情報、生活保護受給情
報等)の確認について、市区町村(前住所地等を含む)および日本
年金機構に委託します。

〒123-4567

住所

被保険者氏名

※学生納付1邦1の申請年度は4月から翌年3月までです。

国民年金保険料学生納付特例申請書
^

00市00 助 00

A

00

年

個人番号
(または基礎

00

国年

号(10

00

③
氏名

太郎

1-2-3

「提出年月日・住所・被保険者氏名市釘知.

邑

0提出年月日をご記入ください。

)で

.

.

⑤(※2)
申請期間
早生舗村特釧を受

015

(ブJがナ)コケネン」タロウ

太郎国年

.

る合は

⑥
在学予定

0 冒

B

⑦
学校の名称

.';',こ'」

⑨
学生の区分

人

2604 1016 013

号(または基礎年金号)

力和

入学年月)
、゛

ム 00年00月から

⑩
学生証の
有効期限

XI ×1 ×1 X

.゛'

X I × 1 ×. X

8

学生(学位あり)

通信制,通信課程

科目履修生

dD (※3)
前年所得

00大学

年

、

零前像、

②
生年月日

4

00年00月末まで有効罰和

月から

.......●"●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●...............................■......■.....■..........●..●..●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●゛

零*

.

④
電話番号

「⑦学校の名称」欄
学校名をご記入ください。

「⑧学校の所在地」欄
都道府県名・郡市区名・町村名までご記入ください。

「⑨学生の区分」欄
該当する区分に0をご記入ください。該当する区分がない場合は「5.その他」1こ0を記入のうぇ、(

「⑩学生証の有効期限」欄

学生証に記載された有効期限をご記入ください。学生証に有効期限の記載がない場合は、記入不要です。

「⑪前年所得」欄,3
必ずご記入ください。

に左詰めでご記入ください

●●●●●●●●●●●●●●●●■■●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●,

1 申請前に、記入漏れ、記入誤 1

5

⑦

研究生

その他

卓

.

'

.

.

.

.

.

a28万円以下)
a28万円超)■

1

昭和

平成

失業令和

.

'

.

.

邑

邑

.

りがないかを再度ご確認くだ
.

さい。信三入漏れや記入誤り .

が判明した場合は、書類の返
'

戻やさかのぼって学生納付特 .

列の承認が取り消し等となり '

.

ます。)
.

、..................ーー........................

ア和

(卒業予定年月)

令和 00年00

自宅
携帯電話
勤務先
その他

⑧
学校の
所在地

9

※左記の学生区分で、「1.学生(学位あり)」以外は学生納付特例
制度に該当しない場合がありますので、あらかじめご了承ください.

年

16歳以上19歳未満の扶養親族【あり

年

XX

月

<所得=(収入一必要経費)>です。

「3.あり(128万円超)」に0を記入した場合は、16歳以上19歳未満の扶養親族【あり(人)・なし】1こついても0を記入し、「あり」の場合は16歳以上19歳

未満の扶養親族の人数をご記入ください。※前年度分を申請するときは、前々年所得について該当するものに0をご記入ください。

「⑫特例認定区分」欄、'沖
失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請するときは、該当年月日(離職日の翌日)を記入のうぇ、失業前の雇用保険加入の(あり・なし)に0を記入

3

東京

※学生証に有効期限の記載がない場合は、記入不要です。

210

XXXX

日⇔雇用保険加Nあり・なし)

月まで

⑳道

4

.

「⑤申請期間」欄峡2

0年度を超えない範囲で

ご記入ください。

府県

XXXX

月まで

し、証明書類(雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者鼈職票のコピーなど)を添付してください。

杉並区00 町

なお、過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により学生納付特例等を申請し、失業した事実が確認できる証明書類を添付したことがある場合

は、あらためて添付する必要はありません。

災害(震災、風水害、火災など)を受けたために申請するときは、「2.天災等」に0をご記入ください。

生活扶助以外の扶助、生活保護に相当する保護(外国籍の方)、特別障害給付金を受け取っていることを理由として申請するときは、「3.その他」に0を

記入したうぇで、手続きの詳細についてお近くの年金事務所またはお住まいの市(区)町村の国民年金担当窓口にご相談ください。

「⑬備考」欄
申請期間中に海外転出入があった場合は、国名と転出入日をご記入ください。
申請を希望する年度の1月1日時点に海外に居住していた場合は、国名および転入日をご記入ください。

(伊上令和8年4月から令和9年3月までのいずれかの期間の申請の場合は、令和8年1月1日時点についてご記入ください。

令和7年4月から令和8年3月までのいずれかの期間の申請の場合は、令和7年1月1日時点についてご記入ください。)
申請を希望する年度中の一部の期間に限る申請、生活保:驚去による生活扶助以外の扶助等を受け取っている場合の申請については、その旨をご記入くださし、。

失業などの理由により学生納付特例を申請する場合で、「⑫特例認定区分」欄に記載した失業などに関する証明喜類を過去に提出したことがある場合は、

X I× 1×1X

金和9全^Σ
年度単位での申請となるため、

複数の年度分を申請する場合

は、年度ごとに申請書をご提出

ください。

なお、過去期間については、2

年1力月前まで申請することが

できます(20歳以上で学生で

ある場合)。

i18,4孟

2 天災等

人)

、ら

.

.

.

,

.

.

.

3.その他(

なし】

1その旨をご記入ください。(仮上失業などに関する証明書類提出済) 1

1_.饗邑竺旦.く王ミ三)1四表直.Ω主童事項?の1姓壁む.読桑いただき.、該当t登蝿合にご記入.f.だ宣い。 1

^

記入例

令秘拜陽ナ

令和7与麝ナ

令秘年劇}

申請期間

和6年4月~令和7年3月

「⑥在学予定期間」欄
0入学年月から卒業予定年月を 1

ご記入ください。

ヤ和7年4月~令和8年3月

ヤ和8年4月~令和9年3月

審査の対象となる
前任所得

令和5年中の所

、.......●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

令和6年中の所

令和7年中の所

)内に具体的にご記入ください。
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様式コート

4 61213

日本年金機構理事長あて

以下のとおり学生納付ヰ静1を申請します。
また、前年所得の記入内容に誤りがないことを申し立てします。
この申請に必要な本人に関する情報炉斤1尉青報、生活保護受給情
報等)の確認について、市区町村(前住所地等を含む)および日本
年金機構に委託します。

住所

国民年金保険料学生納付特例申請妻

被保険者氏名

^

基生
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金 ( 10
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ヤ和

(入学年月)

平成
ヤ和

、÷＼ノノ,,ι、

ヤ和
ノ、 J ÷、/J/、J 、ι、 J

y ,{,

有効期限.

年

金

学生(学位あり)

通信制・通信課程
科目履修生

,②,"ー.・,,ー
Jノム、JJ ÷'、ι

生年月日・ー

J
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3

年
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※所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合には、正しく申告する必要があります。

研究生
その他

.

(128万円以下)

(128万円超)コ

年
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1

峡.1携帯電三舌
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年

【留意事項】

0学生証のコビーをA4判で添付してください。

0学生証裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーも必要です。

0在学証明書を添付される場合は、学生証のコピーは必要ありません。

16歳以上19歳未満の扶養親族【あり

年

、

ノ ノ
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日本年金機構理事長あて

以下のとおり学生紬付ヰ邦11を申請します。
また、前年所得の記入内容に誤りがないことを申し立てします。
この申請に必要な本人に関する情報炉耐引青報、生活保護受給情
報等)の確認について、市区町村(前住所地等を含む)および日本
年金機構に委託します。

住所

国民年金保険料学生納付特例申請書

被保険者氏名

^

上、1 、
個人番号、1
(または基礎

年金番号)
M

③
氏名

・,11

学生納付特今11事務法人等

⑤、、、、に
申請期間、、、
学釜納付艶蛸を受゛
(けよう.る期題)

゛、

、

ぐーー、

""'J

在学予定

期間、1 _

、

⑦

学校の名称、,

込

1

".、ミジ市区町村'、ンit '-1

、
＼

＼

⑨
学生の区分

ヤ和

'<
ナ

、、＼

(入学年月)

平成
ヤ和

、

、

⑩

学生証の
有効期限

C王^

、

、

宅

年

、

41

学生(学位あり)

通信制・通信課程

科目履修生

ノ

ノ

⑪
前年所得

日本年金機構
＼

、

'

年

ア和

月から

1
、、

特例認定」

' C '

,区分(牛義智)

3

、

ノ

＼

、

、

、

、

その他(

＼

なし

あり

あり

、
、

月から

昭和

平成

ノ

、

研究生

その他

(128万円以下)

a28万円超)つ

年

ラ和

1

自宅
携帯電話
勤務先
その他

※所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合には、正しく申告する必要があります。

、1

結果通知について1

日本年金機構からおおむね2~3力月後に寄査結果が送付されます。それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

また、年度当初の申話につぃては、前年所得が確定する6月以降に日本年金機構(任金事務所)で所得審査を行う場合があるため、決定通知霄の送付がさらに遅くなる
J

場合があります。あらかじめご7承ください。

1.
学生納付特例を申請した期間であっても、この申請を行う前に納付していただいた保険料は払い戻しできません。:・

承認期問

日本年金桜構から送付される審査結果(承認通知)でご確認ください。

申謂が却下された場合

保険料の納付が必要です。納付書がない場合は、日本年金機構(年金事務所)で再発行しますので、お近くの年金事務所へご連絡ください。
.t ⑳ 学生でなくなった場合

学生納付特例の承認を受けた期問について、学生でなくなったときは、免除等の申請在行うことかできます。

11⑤来年度も学生であった場合
学生納付特例を希望する場合は、 4月以降すみやかに申請してください。1 ^

保険料の後払い(追納)について
で.学生納付特例の承認、を受けた期間は、 10年以内であれぱ申し出により保険料を後払い(追納)することができます。詳しくは、裏面の4.をご確認ください。●
'、ιセ王シ、忽ム,リ畉亭゛"瞥11、ーミーJ一ぷ§「暗IZ'ザー」_型g、豊墜_'工「IY,だー'だ'立主窒女墜老聖'7玄霊会'生女ゼ豆設「二1挫泌ψ,詔工主塗'整'に1ブや,聞、",だ部1丁、Y田、ず,モエ、占撃"望X左二髪三室三'江乳毛二1'霊燮岡一ぞ一ξt-1"T男11剛きIJだミ竺空型'」窒陛ιず、二1旦き1茎玄塁二霊、'ミT女乃だ.巡上_3シ竺凱丁」士_毛ずゴ拳三塁だ'立?ご1墜_ノ_工墜二_」二里整主里塁望^窓,一」)ぜ,遜琴弐チーノ

(卒業予定年月)

ア和

失業令和

'

学生納付特例を申請された方へ

月末まで有効

寺

年

※左記の学生区分で、 h1学生(学位あり)」以外、は学生納付特例二
＼'

制度に該当じない場合がありますので、あらかじめご了承ください't
J'、、"、、、J'、J J、ウノJ /J /jJ、

16歳以上19歳未満の扶養親族【あり

年

闘

年

、、

、、

月

月まで

※学生証に有効期限の記載がない.場合はイ1記入不要,です0
、、、、、、、、、、、、＼、、、、、ノ、、

器

日才雇用保険加入(あり・なし)

、

日

、

月まで

、゛气'

、

、

』宝^咲些空^'餐^^

、、

J 、、

J$、゛

、1

、

、
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、
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人)

、

、 ＼

2

、、

ぞ
ノ
＼

天災等

、

なし】
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1,記入について

ト雫ホ・ールベンーーでし_.己<く戸どい

ー'11 弓"エ」、j折1〒I J イ 111上にJ ',11、、るξモノ「二 ILヌ寸jF'、'五一参}」1、1yl(ニー1)し入πニラ4 主ξ12

/ cjo 、 H11'二十!リT ITイL___JL 、 L I,ヨ、/1、1L 三3 1 リマ! J - tメヤ;一子、 L三J トー巨1_七二ど'・こ'=_

1こより,.1・シ1・レ、オ?_るjアノ・'刀、ξテ〕り安で、

,、ξJ伊bご亘仁ついて

三;二三;三l j1二、_く二与丁1こ'ミリゞヨ三盲{、・1・T -、」、そ子仁ト「 12 クt、1刃11 ンごノこ'1ヌ.ニ}ノ'乎 0)

,1 失¥イξ0を三'へしりっえ二●当.、;、 R 蕪お才二(ナ足月行1今1遅ノ＼

くD'『、{亘1七し_ 1ごノ＼<1とそ1し'・

えぐ jLニミ1こよ句霧再につい、L1二姿瓢か券佳しと郡」駐から、'細

小美'4、しナニ乞σ)尋々 q、4)31]までびナ、弐ル31こついてぢ1生卜1爽イ寸

冥倒をル11、ずることができます,ただし、他の三由による申

請と同柱に翌4月を超える将・夫期問については尋4月以陛

に改めて継姦が必更で'す

をノ災女(宗災廼水宮、火災そgy也これらに煩する災害)を慮",

言または巽群易者の辱するや弗力、受けた区とにより申示を行うとき

の記入方法等については、市く区)役所弐たは町村役場の国民

年令d)好当窯姿{ルくは生令¥覇所にこ擢診Kださい

区ぐリ1冒1こよ6革三稔につし、 L1ふ、二子圏カヌaf1主した盲Ⅱ戸力、らξ昼中

か発生した年のヲ々年の3月までの真断商について学全納

イ゛持イ列を翠諭することができます_ただし、イ也の事由による

軍誘と拓上1仁習4六を,超える、寺美芋明渚1については浮五溌以

K企に己bめて¥瓢か必芥です

1}ト稔イ肩肴」4'1には、次のlfから 4,仁該当する場会に、その丙容を

、ー'ロノ＼く/CCし、
、、1 当諭堂餅無中に)年外、女工出<があっナー場会は、国名と転出入日
乞L一轟L/＼くj二(ナし、
々,翠請を希塑する年皮の1月1日時点に海外に居住してぃた場
合は、国名および転入日をごi己入ください,

(伊D ・令和9斧4月から令松9"3月までのいすれかの邦駕の牢論の
aAば、令府北年1月1呂滕点についてご記入ください

令邸リ汗4月から令和8年3元までのいすれかの蕪閻の翠誌の

易合は令和/与1丹 1霽時点仁ついてご戴ン入ください'

③申請を希望する茸及中の一部の期問(失業後の期間等X二硬り

甲請する場合はその旨をこ1己入ください、、

※一欝W)期間仁_1N定Lた革轟・仁ついては、失裟等の理由が

・一生しノーニ6ン"途会ヅ六う言、倉を11い=す

心,生J舌イ呆瓢.j云による生活扶尉リXタトの扶旦ヲまたは二評声1匿吾者・に六寸

する特別障害給イ寸金の支給に関する法律による1寺別陣害1会付・

イ稔を受け1又ってし、る工号・含は、その名1尓iδよひC響哨冶ミ轟殆左月をこ'

記入ください

」一^ー

{里「_号ぜコ

ー」'゛

幡1失三弐しjンrと'¥・!ことり申ミ气を二丁つと戸で尋1司1子灸、力おシ,尽{}ー'ξで多

た万は、失釜した¥二望が確認できる府用一診受・終蚕苓X・証、雇月

1

1牙険受1会資i名途箕ほたは怨用会{険1支1条t笑当笈'1或票一のニビーを
j烝付Lてくだ碁L、。

{.」、1 三二、(;1)J凡上 lr l j子τ一"}ー、1j二 1、f ',1ヌ 1 武 iJ/J'_C Ln l,'シー・,つし(、,ニ、、一「↓こ__)1 ',!
ι一.

」J、 J -ー、

はメ1ヲ1'三丑'ーノノ1t-・る・に漣「1 マーイテニごい

1 ゞ1」,f・・三'、,1'<、ン、・1、ト(丁)卓「lu" P 、1二_JI:1会'ξ」'ノノ丁Jヒ・に'Jブ i 入そ一U) E二戸子iタ

t j・' Ltc '、、气与τ「'・ケ戸び)ゴー'ー

1、jづごニニニど〒、ぢb.五弓1-・ニメ・)二1'、'1〒1{春{ン iミ1 三上T¥E三;1 '→.・.
,/C I,ノ、、丁一ーニ/＼ t?)・子ビチ、'ηヒι三!,・,Ξ1、心二」 1 _ L ーニ,ノ;三ト'ニ、ニ、、-L 七一{ L」ニ'、:手t一土一

t系ξ二 j系jjo」上左亘「咲「ιjι]ご

でイ¥iでF牙へ6)づ之 1ト!戸当 1ヲ・{}ニヲ、,二下j 燕(りしみ心 Uび)に'y二

はSξ_!L、'止lt元_1

5 その1也、父1}ハ弓抹島かプぷ七1勺るf丘[戸、_に、芋で紗って1 丘・ミ三の王一実

力●費ジ三又ゴさる',*B

乞小ら§,につしΥαき、あわけて失業のガご熊におる区との弓し忌てが

πC才3、、痔'11ミ(こ派1^σ)三た三P1む金ど0)予ど^1:ΣJミリヰ芭,ニ、二PHτ1、'エイヲ11ξモ1を・王戸ニト1し、

j支、三イニしj・'ιヨ,1てブいZ・1Ξ、CJ Lモチる・斗会ヨを二)五エイ為"し丁一、_1t力、iヲ)イ、三秀イ・1'f才、、')牙jと

めてj尻付する必斐はありません

ト1F;稔ノy,ニ゛夫仁よる中)酉1え'お3}タ1,のj=辻;苓'牙寸ナていること声・妥庄仁

鑒ゴニi・jむると・下1,二σ)一共、T=ぞr'写一j"さ令ι卜bへ"f 弓モN'ノ,、"塁"・.÷●三i L 牙

j暴イ寸して、<1ごさし、( 1三呉又立卜tf勺1ξ1 尋tlc)、1、旦月 iι;ニ,巽IL三垂f1メ、^11§、七(;)だ、羅

等に;旦不Lたj易合はその写しのシ醗寸は不夏て汚、).

3,学生納付特何g喜務法人等への申請の委託

6だ1ι1之一宕イ寸、ヌ子イ,11t:§才き'ブ,ノ＼气イτお、戸三11轟、1f,る斈h を,五女.立1こ三碁三再七イヲ三・、→・、弓一(j巧,

1会は立1き左1 11六1勺1'キ舌イタ1三」二才溌}マ、ノ＼毛キ三1ここ10) E戸 11言{_11七ξ1三{1二し、1と al・1こ r三子盲し

たこととなります

4、学生納付特例の承認を受けた期間にかかる保険料の

追系宍について

学生卸X寸t噺伊1が戸くi獣さ*した卜努闇は 10ξ、三以内であれ,ば語し出により

1呆抄瑞斗乞舮とメいらt罷却る」と・〕癖郡丁いかプマ戸、'L女{/j・'笑準町系、県.1曳

才斗子、0二{ヤ;紗イ寸しブ・j長会と同じ扱いになります, j婁,武弓、るヌ丁一毛戸瑞拐の

ξを}手亘タキ・、PP、ip 、七しマニ、 3生妥戸「爾 nミ1女Hこイ冥Eミ井SLをユ会ご勺ぎ、るj-1今・1こけ

XRZ忍さ才1てし、メー至打砥→d)^ E三d)1呆,美¥三L1区器二 1に茎"治三1こji;、、じILjj3 、、L宏亘

が L棄せされ土t

ZI;、 a3 、 111に【丙イマミ f、抑;工旦 1ど、「巨力1;11}＼ J,、二三(1ι子え?v f・・ 1ミヨ「鷲1(1) t) 1ご、.・t l、、 1y'り"' i・・']

ミ1气(,＼罫ケナ)か1コkびh寸弓、る区■とな誘'1で

5、留意事工夏

1 1三タト髪IJ、・:,'・ヨ、S孑3区、'才0 に、F、,1人士、jしマ丁L 、イb二11f選IJ、、苓話弓jj巽ノ＼σ)じ4「Ξ13、L

はない六め字f・E宍j町す乍"尽の日寿リができ永・せメ1

9串諸後、牙本年金機構からおおむね2~3力見後に審晝結果が送

村されます,子れまでの闇保珍料総付n催1状等か送付される

場会かありますので、酉らか、じめ区フ二知お三くたさい

J翠河只二炉冬に宍・.・昆三鳥寸Σかかる1呈E辻1叉をHU弓、=;nJど弓会は、1卦

愛笂当すナ・it払い系しL系す申一貸拶珍X二納付Pヌ・塑される上弓

令にナ"、令ι二才'ず二に、停_ふくたどい

J '6弌三、、才ι、二やj11マξ1 イ亙琵を・ Lヨ三,'1け,・ 1曝足'</J、・へ、て丁、 L_C)星嬰、ーどダゴー、へ巽琵

仁ι撹イ寸し、CI,ゞ1二ia,寸ニイ未陛;X旦は郭、い辰してさ永せん"

1 翠,.fか区興、、Rごなったj三今は保1'1ゞのt誘付か必三上、ル上キ・弓、 fJ"寸

1)ニ.t、之'ニ'、妥←二、{、、、ヨー・il、<、ー'ミ「11 メ】、ノ、il{、!匡色イ'ト 11工祭二ー"1-く j-1、!言气、 9 0つ(ι'、

ξ

D,・「、、オ'二 11爽1ヌ1、七寺イ丸11C0 フデ、子」工IX巽 1主弓ξt21-τ二tιξ二('j、1<、才「 C.、jを三16・イニ";1、1 jレ气、今一二三士!t'ー

!(泌イ寸写土下唯C)ス气モ支 1二び)J罫.コ td ぞ,1〔・づlrく1t どし、

6 この御1亥くDヌq象と毛丈る堂女二寺でにt弍L、ことむ、三二毛が二半!班昇したとそそ{ご＼

己b")て3er余・t誘イ寸1会五多申二吾立'σ)み二廿』をずS戸妾し、弓L今こ◆÷毛>りヲ g

ー-4)j三一卦{_し「',f仁〔亘・六ーマ、÷ 1,1!1 ・ー・{ヨ 1こ巨 IT ←丘」τ七父ど』」ず二゛メニ七、1 や1' 1111て!エ〆で゛フ

の牢翁か器ったものとみなし京弓、

、J美子!}・ E祭・'ニ・三三・、L'井H 二之_;1斤 i・1 、、1、 gl !二韮と二't弍ぐ)j-、・"ニ=、、i叉五三: t今三:i 1ン1}・・f 才三、_'

L ・荘桑.ξくアーニ子L、

^^^^^^^^^^^^^^

2.添付書類について
11、.憙憲き生三4卜暑.暑・三二再己ノ＼して翠云打を1〒うj忌く会'は、エミ砧を'手金}餐・号・髪登女Ⅱ
書のコピーまたは年金手帳(氏名の記載ページ)のニピー等を添村
してください

2,この牟補需仁は、メモ学弐周がわかる学生証のニピー(美画に肩丸

期隠坐与、人学年月日の記或かある工易合はy1面のコヒーを含む◇

または在学証明書(原本)を添付してください佐●生結付特侃事務

弓一、4〕〕こモ 1;ニ、11父1、、、气ノ'

法人等力這会置する數育施設に袋轟を姿託する場▲は区のニビー

の添付は不憂です)ただし、各戸学校印多美り阪かJ女以卜の誤謬

に限る)にあっては、修支年限が1ξ以上の課碧に在学していること

を証明する智類(石学訶納ミ等で証翻できる燭合は必要ありまサ

ん)を添付してください

なお、過去の年度分を申請する場合で、学生証では在学期閻が

わからない場合は、在学期閻がわかる在学証"学書を添付して
ください_

マイナンバーq固人番号)により申請を行う際の添付書類について
雷二青毛"卞人が窓口で墜二育書を1忌出する場会は、マイナンノ丈ーカードq固人番号力ード)そご契_示くだ苫じ
お持ちでなしゞ易合は、以下のイ1および?をご提示ください
rミd6 玉'"气 C ^瓢三・'色・111に・1す、スj・三f§'1Y 、マX'フ、ンノくーープJ-ード6)Z÷,支亘f五]正]、'、ブ'・・は 1,才'Sニヒブ}、 2 CI)ニヒ^ 4・,六X丈卜し、て二く1ニニチ又1'、

①マイナンバーか確認できる二典:個人番号・の表示がある住民票の写し、通知力ードく氏名、住所等が住民票の記載と一致ずる場合に限る)
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②身元(実呑・){官認三,豆:運転免許言正パスポート、在留力ードなと
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